
TAX UPDATE
2018 No.8

Source: 国税総局長規則 No. PER-25/PJ/2018

https://sakura-id.com
Menara Rajawali 8th floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot-5 
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Phone: +62-(0)21-2902-3417
Fax : +62-(0)21-2902-3410

二重課税防止協定（租税条約）の申請方法にかかわる改定

二重課税防止協定の申請方法にかかわる国税総局長規則 No. PER-25/PJ/2018 (PER-25)
が2018年11月21日付で発布されました。 当該規則により、2017年6月19日に発布された
No.PER-10/PJ/2017 (PER-10) は無効となります。 PER-25は、2019年１月１日より有効となり
ます。 改定の内容は下記のとおりです。

主な改定
改定前
(PER-10)

改定後
(PER-25)

居住者証明書（DGT）
の書式

DGT-1は３頁、DGT-2は２頁で
構成

２頁で構成

提出の頻度

租税条約の適用を希望する納税
があるすべての月（例：ロイヤルティ
の支払いが毎月ある場合、毎月
提出要）に、リーガライズされたDT
のコピーを、各納税義務者が提出
する

DGTの有効期間に１回のみ提出

提出方法 管轄税務署に書類を提出
国税局のサイトを利用して
オンラインで提出

適用期間

（租税条約締結国の居住者の）
管轄税務署の署名日から最長
12ヶ月。但、１会計年度内に限る。
（例：会計年度が１－12月の会社
が、8月にDGTを取得した場合、
有効期間は8－12月）

（租税条約締結国の居住者の）管
轄税務署の署名日から、会計年
度は関係なく最長12ヶ月。（例：会
計年度が１－12月の会社が、8月
にDGTを取得した場合、有効期間
は8－翌年７月）

在外納税者

海外

インドネシア

納税者 国税総局 他の納税者

Notes:

海外居住者は在インドネシアの納税者に DGT を提出する

納税者は国税総局に DGT をオンラインで提出する

国税総局は DGT の受領証を発行し、納税者は当該DGT受領証を海外居住者に送付する

納税者は当該DGT受領証を源泉税pph26の納税申告書に添付する

海外居住者が在インドネシアの他の納税者と取引を行った場合、当該海外居住者は他の納税
者にDGT受領証を提出する

当該他の納税者は、海外居住者より提出されたDGT受領証を、源泉税pph26の納税申告書
に添付する

居住者証明書（DGT)の報告の仕組み

海外居住者が条約締結国の書式による Certificate of Residence を作成した場合は、DGT
の Part-II 以外に必要事項を記載の上、提出することが必要です。

条約の乱用が認められない受益者の場合

条約の乱用が認められない受益者である海外居住者は、条約適用による減税を享受すること
ができます。
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Source: 国税総局長規則 No. PER-25/PJ/2018

Appendix: 居住者証明書（DGT）の新書式
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